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（１）職員の任免及び職員数に関する状況 
 
１ 平成２７年度実施職員採用競争試験の受験者及び合格者の状況   （単位：人） 

     結果 
対象 

受験者数 合格者数 

一般行政職（上級） １４６ １４ 

技術職土木（上級） ６ １ 

技術職建築（上級） １ ０ 

一般行政職（初級） １５ ２ 

保育士 ２２ ２ 

社会福祉士 ６ ２ 

言語聴覚士 １ １ 

 
 
２ 平成２７年度退職者数の状況（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） 
                                  （単位：人） 

    事 由 
 
年度 

定年 
退職 

勧奨等

退職 

公務外 
死亡 
退職 

自己 
都合 
退職 

任期満了

による 
退職 

派遣終了

による 
退職 

合計 

平成２７年度 16 1 0 5 0 5 27 

【参考】平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

平成２６年度 31 3 0 3 0 12 49 

 
 
３ 平成２８年４月１日付け昇任・降任の状況 
平成２８年４月１日付けの昇任は１０１名でした。各級への昇任の状況は以下のとおりで

す。なお、降任についてはありません。             （単位：人） 
部 長 
（８級） 

参 事 
（８級） 

課 長 
（７級） 

主 幹 
（７級） 

副主幹

（６級） 
主 査 
（５級） 

主査補

（４級） 
主任主事 

（３級） 
主事 
（２級） 

１ ６ ７ ８ １３ ２２ １３ ９ ２２ 
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４ 定員管理の数値目標及び進捗状況 
 
① 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日における定員管理の数値目標 
平成 27年 4月 1日 

職員数 
平成 32年 3月 31日 

職員数 
純増数 純増率 

人 
６６０ 

人 
６７５ 

人 
１５ 

％ 
２．２７ 

 
計画期間 

数値目標 
始 期 終 期 

平成２７年４月１日 平成３２年３月３１日 ６７５人 

 
 
② 定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要     （各年４月１日現在） 

区 分 
平成27年 

 
平成28年 
(1年目) 

平成29年 
(2年目) 

平成30年 
(3年目) 

平成31年 
(4年目) 

平成32年 
(5年目) 

期間計 

減 員 ― △３１ ― ― ― ― ― 

増 員 ― ２８ ― ― ― ― ― 

差 引 ― △３ ― ― ― ― ― 

職員数 ６６０ ６５７ ― ― ― ― ― 

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数です。 
   ２ 「減員」は前年度退職者数（派遣および転出者含む）、「増員」は前年４月２日～

当年４月１日までの採用者（転入者含む）です。 
 
 
 

 
（２）職員の給与の状況 
１ 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 
（年度末） 

歳 出 額 
（Ａ） 

実質収支 
人件費 
（Ｂ） 

人件費率

（Ｂ／Ａ） 

( 参 考 ) 

前年度の

人件費率 

平成27

年度 

(平成28年1月1日) 

95,040人 

千円 

31,119,329 

千円 

1,774,109 

千円 

5,751,153 

％ 

18.5 

％ 

17.2 

（注） 人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含む。 
  

 



２ 職員給与費の状況（普通会計決算

区分 職員数 
（Ａ） 給

平成27

年度 

人 

642 2,532

（注）１ 職員手当には退職手当

    ２ 職員数は、各年度

（常勤の任期付職員

      
３ ラスパイレス指数の状況

（注） 

１ ラスパイレス指数とは、

ため、国の職員数（構成）

俸給表（一）適用職員の俸給月額

２ 類似団体平均とは、人口規模

平均したものです。 

３ 平成２４年及び平成２５

による給与減額措置がないとした

 
 
※ 平成２7 年４月１日のラスパイレス
場合、②３年連続で上昇

改善の見込み 
 
 
 

H2H24.4.1
101.2 H25.4.1

101.0 

90.0 

95.0 

100.0 

105.0 

110.0 

115.0 

印西市

給料表については千葉県

派遣職員の給料月額が同

っています。引き続き給与水準

3 
 

普通会計決算） 

給     与     費 １

給与費給  料 職員手当    期末･勤勉手当  計（Ｂ） 
千円 

2,532,510 

千円 

660,401 

千円 

1,053,065 

千円 

4,245,976 

退職手当を含まない。 
各年度４月１日現在の一般職に属する職員数です

任期付職員を含み、教育長を除く） 

状況                 

、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一

）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を

俸給月額を１００として計算した指数。 

人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス

２５年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定

がないとした場合の値です。 

のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント

上昇している場合、③１００を超えている場合について

H26.4.1 
102.0

H26.4.1
97.9 

H24.4.1
97.9 

H24.4.1
98.8 

H25.4.1

H25.4.1
97.8 

H25.4.1

H27.4.1
101.4 

H27.4.1
97.9 

印西市 類似団体平均 全国市平均

千葉県の給料表に準じて設定しているが、初任給が

同じ年齢層と比較して高い水準となっている者がおり

給与水準の適正化に努めます。 

１人当たり 

給与費（B/A）  
 
 
（参考）類似団体平均 
一 人 当 た り 給 与 費       

千円 

6,614 

 千円 

 

です。 

 

同一の基準で比較する 

を補正し、国の行政職 

のラスパイレス指数を単純 

給与改定・臨時特例法 

べ１ポイント以上上昇している

について、その理由及び

H26.4.1,
98.6

H25.4.1
98.5 

H27.4.1
98.7 

全国市平均

が国よりも高く、また、

がおり、指数が高めとな
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４ 給与制度の総合的見直しの実施状況について 
 
 
 
①給料表の見直し 
［ 実施 ］ 
実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
②地域手当の見直し 

  実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 

 
③その他の見直し内容 

 
 
 
 
 

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日 
（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。若年層

については、引き下げなし。高齢層については平均改定率を上回る引き下げを行いました。

また、激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実

施。他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを行いました。 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び

地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。 

管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施） 

（支給割合）国基準１６％に対し、印西市においては１０％を支給。 
（実施時期）平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし、平成２７

年４月１日時点は８．５％、給与改定後は平成２７年４月に遡及し９．３％を支給。 
 
（参考） 

 平成２６年度

の支給割合 
平成２７年度の支給割合 見直し後の 

支給割合

（H28.4.1） ４月１日時点 遡及改定後 

国基準による支給

割合 
１５％ １５% １５．５％ １６％ 

印西市の支給割合 ８％ ８．５％ ９．３％ １０％ 
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５ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 
①職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２８年４月１日現在） 
 （一般行政職） 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

印西市 43.0歳 341,000円 442,509円 409,415円 

千葉県 41.9歳 320,939円 413,111円 373,979円 

国 43.6歳 331,816円 ― 410,984円 

 類似団体 42.5歳 320,058円 386,078円 350,303円 

 

 （技能労務職） 

区  分 
公務員 民間 参考 

平均 

年齢 

職 員 

数 
平均給料月額 

平均給与月額 

（Ａ） 
平均給与月額 
（国比較ベース） 

対応する民間の

類似職種 

平均 

年齢 

平均給与月額 

（Ｂ） 
Ａ／Ｂ 

印西市 52.5歳 22 276,800円 314,945円 313,218円 ― ― ― ― 
 

 

 

うち用務員 54.2歳 13 271,800円 305,292円 305,292円 ― 55.2歳 199,900円 1.53 

うち自動車運転手 48.5歳 2 280,200円 339,700円 334,900円 ― 56.2歳 255,300円 1.33 

うち学校給食員 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
その他技能労務職 50.6歳 7 285,200円 326,200円 322,171円 ― ― ― ― 
千葉県 52.9歳 497 322,693円 384,075円 362,717円 ― ― ― ― 
国 50.4歳 2,876 287,447円 ― 329,358円 ― ― ― ― 

類似団体 50.6歳 ― 314,663円 344,997円 331,800円 ― ― ― ― 
 

区  分 

参考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 

（Ｃ） 

民間 

（Ｄ） 
Ｃ／Ｄ 

印西市 ― ― ― 
 

 

 

うち用務員 4,966,208円 2,732,900円 1.82 

うち自動車運転手 5,453,200円 3,555,300円 1.53 

うち学校給食員 ― ― ― 

その他技能労務職 5,268,600円 ― ― 
※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。 

（平成２５～２７年の３ヵ年平均）  

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点におい

て完全に一致しているものではありません。 

※ 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２

倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に

支給された年間賞与の額を加えた試算値です。 
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（医療技術職） 

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

印西市 40.0歳 277,700円 352,064円 321,645円 

千葉県 ― ― ― ― 

国 45.5歳 308,263円 ― 352,319円 

 類似団体 ― ― ― ― 

 

（看護・保健職） 

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

印西市 41.7歳 314,500円 382,865円 358,804円 

千葉県 ― ― ― ― 

国 46.9歳 314,264円 ― 346,820円 

 類似団体 41.3歳 305,169円 361,651円 321,935円 

 
（注） 

１ 「平均給料月額」とは、平成２８年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均で

す。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤

務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明ら

かにされているものです。 

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間 

外勤務手当等を除いたもの）で算出したものです。 

 

 

②職員の初任給の状況                （平成２８年４月１日現在） 

区    分 印西市 千葉県 国 

一般行政職 
大 学 卒 183,300円 183,300円 

総合職(181,200)円 

一般職(176,700)円 

高 校 卒 149,000円 149,000円 144,600円 

技能労務職 
高 校 卒 146,700円    146,700円 ― 

中 学 卒 134,000円 134,000円 ― 

医療技術職 

（栄養士） 

大 学 卒 185,300円 ― ― 

短 大 卒 167,900円 167,900円 ― 

看護・保健職 

(保健師) 

大 学 卒 217,700円 214,700円 ― 

短大３卒 209,100円 209,100円 ― 
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③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況     （平成２８年４月１日現在） 

区  分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 

一般行政職 
大学卒 256,500円 358,606円 402,617円 429,621円 

高校卒 ― 295,333円 363,900円 380,860円 

技能労務職 
高校卒 ― 251,225円 277,320円 288,325円 

中学卒 ― ― ― ― 

医療技術職 

（栄養士） 

大学卒 ― ― ― ― 

短大卒 ― ― 320,300円 ― 

看護・保健職 

（保健師） 

大学卒 274,675円 327,900円 346,500円 367,700円 

短大３卒 ― ― ― ― 

 
 
６ 一般行政職の級別職員数等の状況 
①一般行政職の級別職員数及び給料表の状況      （平成２８年４月１日現在） 

区

分 
標準的な職務内容 

職員数 

(福祉職等を 

除く) 

構成比 

１号級の 

給料月額 

最高号級の 

給料月額 

１

級 
主事補、技師補 ２１人 ４．５％ 140,100円 246,100円 

２

級 
主事、技師 ５４人 １１．７％ 190,200円 303,000円 

３

級 

主任主事、主任技

師 
４０人 ８．７％ 226,400円 350,800円 

４

級 
主査補 ９７人 ２１．０％ 259,900円 381,400円 

５

級 
主査 １３２人 ２８．６％ 286,200円 395,800円 

６

級 
副主幹 ３５人 ７．６％ 317,000円 413,800円 

７

級 
課長、室長、主幹 ６２人 １３．４％ 361,300円 449,700円 

８

級 
部長、参事 ２１人 ４．５％ 406,900円 474,600円 

（注）１ 印西市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

   ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
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 ②昇給への勤務成績の反映状況 
 
 

1級, 4.5% 1級, 5.4%
1級, 0.9%

2級, 11.7% 2級, 8.2%

2級, 6.1%

3級, 8.7%
3級, 9.5% 3級, 22.8%

4級, 21.0% 4級, 24.0%

4級, 32.1%

5級, 28.6% 5級, 27.2%

5級, 10.6%

6級, 7.6% 6級, 6.7% 6級, 10.6%

7級, 13.4% 7級, 14.7%
7級, 13.5%

8級, 4.5% 8級, 4.3% 8級, 3.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成28年

の構成比

1年前の構成比 5年前の構成比

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

級 ％

地方公務員法第４０条に基づき、毎年２回（評価対象期間を６月２日から１２月

１日及び１２月２日から６月１日としています。）、全職員を対象に勤務評定を実施

しています。 
勤務評定の基準は、「５：極めて優れている」、「４：優れている」、「３：良好」、

「２：やや劣る」、「１：劣る」の５段階に区分され、勤務評定の評定結果を参考に

決定しています。 
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７ 職員の手当の状況 
①期末手当・勤勉手当 

印  西  市 千葉県 国 

1人当たり平均支給額 

（平成２７年度） 

   １，６６２ 千円 

1人当たり平均支給額 

（平成２７年度） 

     １，７０７  千円 

 

― 

 

（平成２７年度支給割合）  

期末手当  勤勉手当 

 2.60月分  1.60月分 

（1.45）月分（0.75）月分 

（平成２７年度支給割合）  

期末手当  勤勉手当 

 2.60月分  1.60月分 

（1.45）月分（0.75）月分 

（平成２７年度支給割合）  

期末手当  勤勉手当 

 2.60月分  1.60月分 

（1.45）月分（0.75）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置 

・役職加算 5～20％     

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置 

・ 役職加算  5～20％ 

・ 管理職加算 15・25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置 

・ 役職加算  5～20％ 

・ 管理職加算 10～25％ 

   ※（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

 

 ６月１日現在及び１２月１日現在時点において、勤務評定を実施しており、結果を６月及

び１２月の勤勉手当に反映している。 
 それぞれの結果については、“（６）職員の研修及び勤務成績の評定の状況”にて公表する。 
 

 

②退職手当                     （平成２８年４月１日現在） 

印  西  市 国 

（支給率） 自己都合  応募認定・定年 

勤続２０年 20.445 月分 25.55625月分 

勤続２５年 29.145 月分 34.5825月分 

勤続３５年 41.325 月分 49.59月分 

最高限度額 49.59 月分  49.59月分 

（支給率） 自己都合  応募認定・定年 

勤続２０年 20.445 月分 25.55625月分 

勤続２５年 29.145 月分 34.5825月分 

勤続３５年 41.325 月分 49.59月分 

最高限度額 49.59 月分  49.59月分 

そ の 他 の 

加 算 措 置 

定年前早期退職等特例措置 

（２％～４５％加算） 

そ の 他 の 

加 算 措 置 

定年前早期退職特例措置 

（３％～４５％加算） 

退 職 時 

特 別 昇 給 
― 

退 職 時 

特 別 昇 給 
― 

１人当たり

平均支給額 
２０，２４０千円    ― 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した職員（会計は問わない）

に支給された平均額です。 
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③地域手当（普通会計）        （平成２８年４月１日現在） 

支 給 実 績（２７年度決算）  ２５２，３８７千円 
支給職員１人当たり平均支給年額（２７年度決算）    ３７６，１３６円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 
全地域      １０％       ６４０人       １６％ 

地域手当補正後ラスパイレス指数（２７年度） 
（ラスパイレス指数） 

９６．２  
（１０１．４） 

 

（注）１ 支給率及び支給対象職員数は平成２８年４月１日現在の数値です。 

（短時間勤務職員を除く。） 

２ 支給職員１人当たり平均支給年額は、実支給人数で除した額です。 
（注） 地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と

地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス

指数。（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定

基準に基づく地域手当支給率）により算出。） 
 

 
④特殊勤務手当（普通会計）            （平成２８年４月１日現在） 
支給実績（平成27年度決算） ５５千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算） ４，９６４円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成27年度) １.７％ 

手当の種類（手当数） ４ 

手当の名

称 

主な支給 

対象職員 
主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

感染症処

理手当 
保健職 

感染症処理事務に従

事した時 

日額300円 

税務手当 税務職 

滞納整理事務に従事

した時 

日額300円 

（ただし、月額3,000円以内）        

ごみ処理

手当 

一般 

行政職 

廃棄物処理及び不法

投棄物処理作業等に

従事した時 

日額400円 

行旅病人

及び行旅

等死亡人

取扱手当 

福祉職 

行旅病人及び行旅等

死亡人取扱に従事し

た時 

取扱い１件につき    

病人のとき 2,000円 

死亡人のとき3,000円 
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⑤時間外勤務手当（普通会計） 

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ７ 年 度 決 算 ）  ２０１，１２８千円  
職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） ２５３千円 
支 給 実 績 （ 平 成 ２ ６ 年 度 決 算 ）  １９１，９３３千円  
職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） ２４６千円 

 
（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２７年度決算）」

と同じ年度の４月１日現在の総職員数（制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職

員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 
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⑥その他の手当（平成２８年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国の制

度との

異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（27年度決

算） 

支給職員1人当

たり平均支給 

(年額27年度

決算) 

扶養手当 

・配偶者 １３，０００円 

・配偶者以外の扶養親族 

１人 ６，５００円 

１６歳から２２歳までの子 

１人 ５，０００円加算 

同じ ― 69,974千円 235,603円 

住居手当 

・借家の場合 

（家賃１２，０００円を超える

場合に限る） 

家賃の額に応じて 

２７，０００円を限度に支給 

同じ ― 25,864千円 258,636円 

通勤手当 

・電車、バスを利用する場合 

定期券代など全額支給（６ヶ月

定期券代のまとめ払い制を導

入） 

・乗用車などを使用する場合 

使用距離に応じて２，０００円

～３１，６００円を支給 

異なる 

・国は電車、バ

スを利用する

場合、定期券代

など 55,000円

まで支給。 

・乗用車などを

使用する場合

は同じ 

56,880千円 73,967円 

管理職 

手当 

・課長相当職以上の職に応じ、

支給 

部長 ８７，３００円 

参事 ７３，５００円 

課長 ６０，１００円 

主幹（政策担当） 

４７，３００円 

主幹 ４４，３００円 

 

異なる 

・俸給の特別調

整額として支

給（月額） 

・区分及びその

額 

61,959千円 680,864円 

宿日直 

手当 

・職員が宿日直の勤務に服した

場合に支給 勤務１回につき  

４，２００円 

同じ ― 1,033千円  7,887円 

（注） 短時間勤務職員を含む。 
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８ 特別職の報酬等の状況             （平成２８年４月１日現在） 
区 分 給  料  月  額  等 

給

料 
 

 
市   長 
 
副 市 長 

 
８５０，０００円  

 
７１０，０００円  

 

（参考）類似団体における最高／最低額 
１，０６１，０００円／４４０，０００円 
 
８８５，０００円／３７５，０００円 

報

酬 
 

議 長 
 

副 議 長 
 

議 員 

４６０，０００円 
 
３９０，０００円 

 
３７０，０００円 

 

７３７，０００円／３１０，０００円 

 

６５３,０００円／２４５,０００円 

 

５９１，０００円／２２２，０００円 

地
域
手
当 

 市   長 
副 市 長 

５％ 
５％ 

期

末

手

当 
 

 
市   長 
副 市 長 

（平成２７年度支給割合） 
６月期 １．８５月分 

１２月期 ２．００月分 
計  ３．８５月分 

 
議 長 
副 議 長 
議 員 

（平成２７年度支給割合） 
６月期 １．９０月分 

１２月期 ２．０５月分 
計  ３．９５月分 

退

職

手

当 
 

 
市 長 

 
 

副 市 長 

（算定方式）        （１期の手当額） 
850,000円×在職月数×0.35  14,280,000円 

（支給率） 
 
710,000円×在職月数×0.25     8,520,000円 

（支給率） 

（支給時期） 
任期毎 

 
 
任期毎 

（注） 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、 
１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 
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９ 公営企業職員の状況 

水道事業 

 ①職員給与費の状況福利 

 ア 決算 

区分 総費用 

 

 (Ａ) 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

 

(Ｂ) 

総費用に占める

職員給与費比率 

(Ｂ／Ａ) 

（参考） 

平成２６年度総費用

に占める職員給与費

比率 

平成27年

度 

  千円 

626,679 

千円 

43,857 

千円 

56,748 

          ％ 

9.1 

        ％ 

8.6 

  （注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費 8,450千円を含まない。 

 

区分 職員数 
 （Ａ） 

給     与     費 １人当たり 

給与費（B/A）  
 
 
印西市（普通会計） 
一 人 当 た り 給 与 費       給  料 職員手当    期末･勤勉手当  計（Ｂ） 

平成 27年

度 

人 

7 

千円 

30,904 

千円 

9,413 

千円 

13,437 

千円 

53,754 

千円 

7,679 

 千円 

6,614 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 
    ２ 職員数は、平成２８年３月３１日現在の人数です。 
  
イ 特記事項 
    なし 
   
 ②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２８年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 
印西市    46.29歳 429,400円    662,312円 

団体（市町村）平均    44.70歳 349,797円    514,785円 

 （注）１ 基本給は給料、扶養手当及び地域手当の合算額 
    ２ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 
   
③職員の手当の状況 

 ア 期末手当・勤勉手当 

印西市 団体（市町村）平均 

1人当たり平均支給額 

（平成２７年度）  

１，９２０千円 

1人当たり平均支給額 

（平成２７年度） 

１，４６４ 千円 

（平成２７年度支給割合）  

期末手当  勤勉手当 

 2.60月分  1.60月分 

（1.45）月分（0.75）月分 

― 



15 
 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等に 

よる加算措置 

・役職加算 5～20％      

― 

   ※（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

イ 退職手当                    （平成２８年４月１日現在） 

印  西  市 団体（市町村）平均 

（支給率） 自己都合  応募認定・定年 

勤続２０年 20.445 月分 25.55625月分 

勤続２５年 29.145 月分 34.5825月分 

勤続３５年 41.325 月分 49.59月分 

最高限度額 49.59 月分  49.59月分 

― 

そ の 他 の 

加 算 措 置 

定年前早期退職等特例措置 

（２％～４５％加算） 

そ の 他 の 

加 算 措 置 
― 

退 職 時 

特 別 昇 給 
― 

退 職 時 

特 別 昇 給 
― 

１人当たり

平均支給額 
２０，２４０千円 １５，８５５千円 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した職員（会計は問わない） 

に支給された平均額です。 

 

ウ 地域手当（水道会計）         （平成２８年４月１日現在） 

支 給 実 績（２７年度決算）    ３，１３９千円 
支給職員１人当たり平均支給年額（２７年度決算）    ４４８，４０４円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 
全地域      １０％        ７人         １０％ 

（注） １ 支給率及び支給対象職員数は平成２８年４月１日現在の数値です。 

２ 支給職員１人当たり平均支給年額は、実支給人数で除した額です。 
 
エ 特殊勤務手当（水道会計）     （平成２８年４月１日現在） 
支給対象なし 

 
オ 時間外勤務手当（水道会計） 
支 給 実 績 （ 平 成 ２ ７ 年 度 決 算 ）  ２，５６６千円  
職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） ５１３千円 
支 給 実 績 （ 平 成 ２ ６ 年 度 決 算 ）  ３，７４１千円  
職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） ７４８千円 

（注）１ 時間外手当には、休日勤務手当を含む。  
２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２７年度決算）」 
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と同じ年度の４月１日現在の総職員数（制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない

職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 
 

カ その他の手当（平成２８年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行

政職の

制度と

の異同 

一般行政職の

制度と 

異なる内容 

支給実績 

（27年度決

算） 

支給職員1人当

たり平均支給 

(年額27年度

決算) 

扶養手当 

・配偶者 １３，０００円 

・配偶者以外の扶養親族 

１人 ６，５００円 

１６歳から２２歳までの子 

１人 ５，０００円加算 

同じ ― 1,212千円 242,400円 

住居手当 

・借家の場合 

（家賃１２，０００円を超える

場合に限る） 

家賃の額に応じて 

２７，０００円を限度に支給 

同じ ― 300千円 300,000円 

通勤手当 

・電車、バスを利用する場合 

定期券代など全額支給（６ヶ月

定期券代のまとめ払い制を導

入） 

・乗用車などを使用する場合 

使用距離に応じて２，０００円

～３１，６００円を支給 

同じ ― 562千円 80,229円 

管理職 

手当 

・課長相当職以上の職に応じ、

支給 

部長 ８７，３００円 

参事 ７３，５００円 

課長 ６０，１００円 

主幹（政策担当） 

４７，３００円 

主幹 ４４，３００円 

 

同じ ― 1,634千円 817,206円 

宿日直 

手当 

・職員が宿日直の勤務に服した

場合に支給 勤務１回につき  

４，２００円 

同じ ― 0千円  0円 

（注） 短時間勤務職員を含む。 
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１０ 部門別職員数の状況              （各年４月１日現在、単位：人） 
区 分 
 

部 門 

職  員  数 対 前 年 
増 減 数 

備         考 
平成27年 平成28年 

 
 
 
 
 
 
  
 普 
  
 通 
  
 会 
  

 計 
  

 部 
 
 門 
 

 
 
 
 
 
 一 
 般 
 行 
 政 
 部 
 門 
 

議会 
総務 
税務 

農林水産 
商工 
土木 
民生 
衛生 

６ 

１６３ 

３５ 

１５ 

８ 

６２ 

１３９ 

５１ 

６ 

１６３ 

３４ 

１４ 

８ 

６０ 

１４１ 

５１ 

０ 
０ 
△１ 
△１ 
０ 
△２ 
２ 
０ 

 

計 ４７９ ４７７ △２ 
＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数 50.11人 

（類似団体の人口1万人当たり職員数 ５3．66人）  

教育部門 １３１ １３１ ０ 
 
 

小   計 ６１０ ６０８ △２ 
＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数 63.88人 
（類似団体の人口1万人当たり職員数 71. 58人） 

 
 

会
計
部
門 

公
営
企
業
等 

水道 
下水道 
その他 

７ 
１０ 
３２ 

７ 
１０ 
３２ 

０ 
０ 
０ 

 

小   計 ４９ ４９ ０  

合  計 

 ６５９ 
〔７７８〕 

６５７ 
〔７７８〕 

△２ 
［０］ 

 
＜参考＞ 
人口１万人当たり職員数 69.02人 

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数です。 
     ２ 〔 〕内は、条例定数の合計です。 
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１１ 年齢別職員構成の状況          （平成２８年４月１日現在）

                                  

（単位：人） 

区

分 

20

歳 

未

満 

20

歳 

～ 

23

歳 

24

歳 

～ 

27

歳 

28

歳 

～ 

31

歳 

32

歳 

～ 

35

歳 

36

歳 

～ 

39

歳 

40

歳 

～ 

43

歳 

44

歳 

～ 

47

歳 

48

歳 

～ 

51

歳 

52

歳 

～ 

55

歳 

56

歳 

～ 

59

歳 

60

歳

以

上 

 

計 

職

員

数 

2 16 39 31 40 75 124 135 65 61 66 3 657 

（注） 職員数は一般職に属する職員数です。 
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１２ 職員数の推移                    （単位：人・％） 

      

年度 

部門別 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

過去５年間の 

増減数（率） 

一般行政職 493 488 485 483 479 477 △16( △3.2%) 

教育 143 142 136 134 131 131 △12( △8.4%) 

普通会計計 636 630 621 617 610 608 △28( △4.4%) 

公営企業等 

会計計 
53 53 50 49 49 49 

△ 4( △7.5%) 

総合計 689 683 671 666 659 657 △32( △4.6%) 

（注） 各年度における定員管理調査において報告した部門別職員数。 
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（３）職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 
 
１ 一般職員の勤務時間の状況 
１週間の

正規の 
勤務時間 

1日の 
正規の 
勤務時間 

条例・規則の状況 勤務時間の運用状況 

開始時刻 終了時刻 休憩 休息 

38時間 
45分 

7時間 
45分 

8時 30分 17時 15分 
12：00 
～ 

13：00 
― 

 
２ 一般職員の年次有給休暇の取得状況 

制度概要 平均取得日数 

１年につき２０日付与 
残日数（２０日上限）を翌年に繰越し可 

１５．３日 

 （注）１ 調査対象期間は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日です。 
    ２ 年次有給休暇は、４月１日に在職する職員に対して、１年につき２０日が与えら

れます。 
 
３ その他休暇等の種類 
①療養休暇 

   傷病のため療養を要し、又は就業を禁止された場合には、医師等の証明に基づき、次の 
限度で療養休暇が与えられる。 

   ア 公務による負傷等 療養に要する期間 
   イ その他の負傷等 医師の証明に基づき同一の負傷等で９０日以内 
 
②看護休暇 
 職員の配偶者等が重度の疾病、負傷又は高齢のため、職員自らが看護を行う必要がある場

合に任命権者の許可を得て休むことで、２週間以上の期間で、１の年度を通じて１８０日を

限度に与えられる。なお、その勤務しない時間については、給与は減額される。 
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③特別休暇 
休 暇 の 種 類 日   数 

１．選挙権その他公民としての権利

行使 
その都度必要と認める期間 

２．裁判員、証人、鑑定人、参考人

等として国会、裁判所、地方公共

団体の議会その他の官公署への出

頭 

その都度必要と認める期間 

３．ドナー休暇 その都度必要と認める期間 

４．ボランティア休暇 
職員が自発的に、かつ報酬を得ないで社会に貢献する

活動を行う場合 
１の年において５日の範囲内の期間 

５．職員の結婚 ５日 

６．妊娠中の職員が受ける保健指導

又は健康診査 

妊娠 満２３週まで ４週間に１回 
妊娠 満２４週から満３５週まで ２週間に１回 
妊娠 満３６週から出産まで １週間に１回 
出産後１年以内 １回 
１回につき、保健指導又は健康診査に必要な時間 

７．妊娠中の職員の通勤時における

母体又は胎児の健康保持 
１日を通じて１時間を越えない範囲内で必要とされ

る時間 
８．妊娠中の職員の休息又は補食 その都度必要とされる時間 

９．女性職員の出産 
出産の予定日以前８週間（多胎妊娠の場合１４週間）

に当たる日から出産の日後８週間を経過する日まで

の期間 
10．職員の生後満１年に達しない子
の育児 

１日２回とし、１日を通じて６０分 

11．配偶者の出産 
出産の日後２週間を経過する日までの期間内におけ

る３日の範囲内の期間 

12．子の看護休暇 

小学校就学前の子の看護（負傷、疾病の世話）をする

ため  
１の年において５日の範囲内の期間（その子が２人以

上の場合は１０日）の範囲内の期間 

13．短期看護休暇 
配偶者等の看護（負傷、疾病の世話）をするため 
１の年において５日の範囲内の期間（要介護者が２人

以上の場合にあっては、１０日） 

14．忌引 
職員と死亡した人との関係に応じた日数の範囲内で

必要と認める期間 

15．職員が父母、配偶者及び子の追
悼の ため行う特別な行事 

慣習上最小限度必要と認める期間 
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休 暇 の 種 類 日   数 
16．夏季休暇 ７月から９月までの期間における７日 

17．リフレッシュ休暇 
勤続期間２０年に達した者 連続する３日 
勤続期間３０年に達した者 連続する５日 

18．感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律に基づ

く交通の制限又は遮断 
その都度必要と認める期間 

19．地震、水害、火災その他の災害
又は交通機関の事故等による交通

しゃ断 
その都度必要と認める期間 

20．地震、水害、火災その他の災害
時の職員の通勤途上における身体

の危険の回避 
その都度必要と認める期間 

21．地震、水害、火災その他の災害
時の職員の現住居の減失又は破壊 

１週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期

間 
 

 
 
 
（４）職員の分限及び懲戒処分の状況 
 
 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間において、分限処分に付された者、懲

戒処分に付された者は以下のとおりです。 
 
１ 分限処分者数 

処分の種類 
処分事由 

降任 免職 休職 降給 合計 

勤務成績が良くない場合 － － － － － 
心身の故障の場合 － － ９ － ９ 
職に必要な適格性を欠く場合 － － － － － 
職制、定数の改廃、予算の減少により 
廃職、過員を生じた場合 

－ － － － － 

刑事事件に関し起訴された場合 － － － － － 
条例で定める事由による場合 － － － － － 

合  計 － － ９ － ９ 
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２ 懲戒処分者数 
処分の種類 

処分事由 
戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合 － － － － － 
職務上の義務に違反し又は職務を 
怠った場合 

－ － － － － 

全体の奉仕者たるにふさわしくない 
非行のあった場合 

－ － １ － １ 

合 計 － － １ － １ 
 
懲戒処分者内訳 

 
 
 
（５）職員の服務の状況 
 
１ 育児休業及び部分休業の取得者数 

   育児休業とは、職員が満３歳未満の子を養育するために休業しようとする期間（３ 
  歳の誕生日の前日までが最大限）を明らかにし、承認を得て休業することをいいます。 
   また、部分休業とは、職員が満３歳未満の子を養育するために１日の勤務時間の１ 
  部について勤務しないことをいい、１日を通じて２時間を越えない範囲で取得できるもので

す。なお、両休業とも勤務しない期間・時間については、給与は支給されません。 
   

     区分 
職員 

育児休業 
取得者数 

部分休業 
取得者数 

男性職員 
０ ０ 
０ ０ 

女性職員 
３ ０ 
６ ０ 

計 
３ ０ 
６ ０ 

（注） 上段は、平成２７年度中に新たに育児休業（部分休業）を取得した者、下段は育児休

業（部分休業）の期間が平成２６年度から２７年度にかけて引き続いている者です。 

処分の種類 
処分事由 

戒告 減給 停職 免職 合計 

交通事故・道路交通法

違反 
職 務 遂 行 中 － － － － － 
そ の 他 － － － － － 

その他 － － １ － １ 
合  計 － － １ － １ 
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２ 職務専念義務免除の承認数 
   職員は、「その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、 
その職務のみ従事しなければならない」とされていますが、特例条例により職務に専念 
する義務の免除を承認された者は以下のとおりです。 
              （平成２７年度承認者数・人） 
事  由 
総合的な健康診査（人間ドッグ） ２３４ 
研究集会への参加 ０ 
学校その他の団体から依頼されての講義 ２ 
市行政の運営上特に必要と認められる団体への参加 １ 
レクリエーションへの参加（運動大会） ９ 
学校教育法に規定する大学の通信教育の授業への参加 ２ 
その他市長が認めるもの（消防団の出動等） １２ 

合  計 ２６０ 
 
 
 

（６）職員の退職管理の状況 
市の職員であった者が退職後に営利企業等に再就職した場合、一定の期間、在職していた執行

機関の組織等の職員に対して契約等の事務について依頼等をすることが禁止されています。 
「印西市職員の退職管理に関する条例」に基づき平成２８年３月３１日以降に退職した職員よ

り届出のあった再就職の状況及び再就職者からの依頼等の状況については以下のとおりです。 
 
１ 職員の再就職の状況 

再就職先 人数 
印西市（任期付職員） ２人 
宮城県松島町 １人 
千葉県 １人 

 
２ 再就職者からの依頼等の状況 
 再就職者からの依頼等はありませんでした。 
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（７）職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 
１ 職員研修 

種

別 
研修先 主な研修名 参加人数 研修内容 

派

遣

研

修 

印旛郡市広

域市町村圏

事務組合    

日数 16日・

参 加 人 数 

83人 

新規採用職員研修（４日間） ２６ 

地方公務員としての立場認識およ

び執務上必要とされる基礎的知識

の習得を図る。 

地方自治制度研修（２日間） １１ 地方自治制度の知識の習得を図る。 

接遇能力向上研修（２日間） ２８ 
行政サービスの向上を考え、クレー

ムへの対応能力の向上を図る。 

その他（８日） １８  

千葉県自治

研修センタ

ー 

日数 66日・

参 加 人 数

92人 

 

課長研修（２日間） １３ 

課長として必要な全体的な視野と

高度な見識習得および管理能力の

向上を図る。 

課長補佐研修（３日間） １２ 

視野と見識を高め、管理能力の向上

と職務執行者としての実践力の養

成を図る。 

女性職員スキルアップ研修 

（１日間） 
７ 

公務員としての意識啓発および職

務に対する意欲推進、人的ネットワ

ークの形成促進を図る。 

その他（６０日） ６０  

 

市町村アカ

デミー 

日数 22日・

参 加 人 数  

3人 

住民税課税事務（１１日間） ２ 

地方税の重要性について意識を高

めるとともに、専門的知識の習得お

よび実務遂行能力の向上を図る。 

市町村税徴収事務（１１日間） １ 

地方税の重要性について意識を高

めるとともに、税徴収に関する基本

的事項および専門的知識の習得な

らびに実務遂行能力の向上を図る 

自治大学校 

日数103日・

参 加 人 数  

3人 

自治大学校（第2部174、175期） 

（各４９日間） 
２ 

幹部要員として、その視野と見識を

高め職務執行者としての実践力の

養成を図る。 

地方公会計特別研修（５日間） １ 

財務書類等の作成に必要な知識の

習得および公共施設等のマネジメ

ントなど自治体経営に係る能力の

向上 

日本経営協

会 

日数 11日・ 

参 加 人 数     

6人   

建築・土木検査担当者のための電

気・機械設備コース（２日間） 
１ 

電気・機械設備の検査を行う際の重

要なポイントを技術面・法律面から

学ぶ。 

地方自治体のための秘書実務 

（２日間） 
１ 

クレーム対策・報道対応等に役立つ

法律知識とマスコミ・インターネッ

トへの対応について学ぶ。 

その他（７日） ４  

特

別

研

修 

市主催 等 

日数 19日・

参 加 人 数

107人 

新採研修（４日間） ２９ 
新規採用職員を対象とした、基礎実

務を習得するための庁内研修 

新採介護体験研修（５日間） ２８ 
新規採用職員を対象とした、印旛晴

山苑での介護体験研修 
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種

別 
研修先 主な研修名 参加人数 研修内容 

    

市町村職員海外派遣研修 

（８日間） 
１ 

諸外国における行政の実情を調査

研究することにより、国際的視野と

見識をもった職員を養成し行政能

力の向上を図る。 

その他（２日） ４９  

職

場

研

修 

 

ＯＪＴ 

日数 22日・

参 加 人 数 

527人 

 

パソコン研修（３日間） ７４ 

事務処理の効率化を図るため、アプ

リケーションソフトの操作方法を

習得する。 

建築技術に関する研修（４日間） ４３ 

建築職および建築業務に携わる職

員を対象に建築技術に関する専門

的講義を行う。 

ホームページシステム操作研修 

（１日） 
３７ 

コンテンツ作成のための基本操作

や情報の分類方法を学ぶ。 

その他（１４日） ３７３  

 

そ

の

他 

 

市主催 等 

日数 14日・

参 加 人 数 

109人  

法制執務研修（１日） ３０ 

例規改正等の未経験者または経験

の浅い職員を対象とした法制執務

研修 

メンタルヘルス研修（１日） ５５ 

心の健康の保持増進のため、主査補

以上を対象としたラインケア、全職

員を対象としたセルフケア研修 

その他（１４日） ２４  

平成２７年度職員研修     合計 ９３０  

 
 
２ 勤務評定の評価状況 

   勤務評定は、職員が実際に達成した勤務成績、職務遂行上見られた能力・態度について、

客観的かつ継続的に把握することにより、職員の勤務成績を公平に評価する制度で、評定結

果は、勤勉手当の成績率の決定に反映させるほか、昇給・昇任及び人事配置等の参考として

います。 
評定は、５段階評価で、平成２７年度における勤務成績の評定は以下のとおりです。 

                           （単位：人） 
段階 評価 ６月期 １２月期 
「５」 極めて優れている     ０     ０ 
「４」 優れている ５９ ５４ 
「３」 良好 ６２０ ６２３ 
「２」 やや劣る ３ ３ 
「１」 劣る     ０ １    

計 ６８２ ６８１ 
※再任用職員を含む 
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（８）職員の福利厚生の状況 
   福利厚生制度は、地方公務員法第４２条で、「地方公共団体は、職員の保健、元気回 
復、その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない」 
と義務づけされています。平成２７年度の福利厚生の実績は以下のとおりです。 
 
保健事業 
・ 職員定期健康診断 ６９４人            ３，６２５，０９４円 

       （職員３６６人、任期付職員１９７人、非常勤職員１３１人） 
（うち大腸がん検査 ４１１人（４０歳以上対象）     ３１０，７１６円） 
 

・ B型肝炎、破傷風予防接種 ７０人           ２１０，０００円 
・  麻しん予防接種   ３人                 ２７，０９０円 
・ 職員ストレスチェック ６７９人            ４７７，９５４円 
 
元気回復事業 
・ 総合福利厚生システム事業委託  ２，７４４，０６５円 
 
千葉県市町村職員互助会 

    ・ 千葉県市町村職員互助会       ９８８，７４２円 
 
その他厚生事業 

    ・ 全国市長会団体定期保険     ３，１１８，８００円 
 
 
 
（９）公平委員会業務の状況 
公平委員会とは、職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するための機関です。 
平成２７年度の千葉県市町村公平委員会業務の状況に関する報告については次のとおりです。 

１．勤務条件に関する措置の要求に係る事項 該当する案件はなかった。 
２．不利益処分に関する不服申し立てに係る事項 該当する案件はなかった。 

 
 


